
〇13段階で算定した第8期介護保険料（案）

137,860円

11,488円

162,180円

13,515円

170,290円

14,190円

178,400円

14,866円

21,320円

1,777円

26,220円

2,185円

34,330円

2,860円

42,440円

3,536円

2,538人 4.4%

1.250

4,652人

3,831人

14,067人

4.4%

569円

143,920円 7,960円

11,993円 663円

24,330円 1,020円

2,027円 85円

40,550円 1,700円

3,379円 142円

56,770円 2,380円

4,730円 198円

70,960円 2,980円

5,913円 248円

81,090円

71,960円 3,980円

5,996円 331円

82,240円 4,550円

6,853円

5,680円

8,566円 473円

102,800円

基準月額　6,853円 基準月額　6,757円

上段：保険料年額

下段：保険料月額

上段：保険料年額

下段：保険料月額

上段：保険料年額

下段：保険料月額

37.2%

4,926人

18.3%

19.3%

25.2%

31.2%

4.4%

527人

101,370円 4,250円

8,447円 354円

121,640円 5,100円

10,136円

1.500

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

3,820円

7,602円 318円

1.000 6,130人
3,400円

6,757円 283円

91,230円

軽減前

0.750

軽減後

425円

第2段階

第1段階

以下の方

0.875

4.4%

5.9%

5.8%

5.8%

5.8%

5.9%

0.875 8,867人〃第4段階第4段階

第3段階

世帯の中に市町村民税課税者がいるが、
本人は市町村民税非課税で前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が80万円

5.8%

5.9%

1.125

世帯の中に市町村民税課税者がいるが、

190万円以上320
万円未満の方

第9段階

第6段階 〃

第7段階

第8段階

320万円以上400
万円未満の方

77,690円

6,474円

87,410円

7,284円

97,120円

8,093円

116,540円

9,711円

6,820円

10,280円

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

本人が市町村民税課税者で、前年の合計
所得金額が 190万円以上400万円未満

第9段階

の方
1.500

1.250

所得金額が 125万円未満の方
本人が市町村民税課税者で、前年の合計

67,980円

5,665円

11,330円

135,960円

※人数は、第8期介護保険事業計画策定において推計している令和3年度の第1号被保険者数

第13段階 1,000万円以上 2.300

400万円以上600
万円未満の方

382人

141人

249人

第10段階 2.000 596人

186,510円
15,542円

50,550円
4,212円

第9段階

1.700

第8段階

本人が市町村民税課税者で、前年の合計
所得金額が 125万円以上190万円未満
の方

第7段階

800万円以上
1,000万円未満の方

本人が市町村民税課税者で、前年の合計 600万円以上800
所得金額が 400万円以上の方 万円未満の方

第12段階 2.200

第11段階 2.100
1.750

第8段階

5.9%

123,360円

〃
本人は市町村民税非課税で上記以外の方

第5段階 1.000 第5段階

1.125 7,827人

379円

92,520円 5,110円

7,710円 426円

5.8%第6段階

0.740 0.750

軽減後
世帯全員が市町村民税非課税で、上記以 0.700 〃 0.700
外の方

軽減後

第3段階
軽減前

第3段階
54,390円

4,532円

57,570円 3,180円

4,797円 265円

軽減後

軽減前
0.500

〃 0.500
軽減前

24,680円 1,370円

2,056円 114円

41,120円 2,270円

3,426円 189円
第2段階

第8期介護保険料所得段階表（案）

基準月額　6,474円

〇9段階で試算した第8期介護保険料（参考）
（所得段階、対象者は現行同様）

世帯全員が市町村民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計
が
80万円を超え120万円以下の方

　の課税年金収入額と合計所得金額の合 0.493
　計が80万円以下の方

増減
（第7期比）

増減割合所得段階 対　象　者 割合 所得段階 対　象　者 割合

軽減前

　

●生活保護受給者の方

第7期と同じ
●世帯全員が市町村民税非課税で、前年 軽減前

〇第7期介護保険料〈令和2年度〉

所得段階
増減

（第7期比）
増減割合 人　数

軽減後

〃

0.630

23,310円

1,942円

38,850円

3,237円

0.500

●世帯全員が市町村民税非課税で、老齢 軽減後
　福祉年金受給の方 0.300 第1段階第1段階

第2段階

0.300

保険料の累進

性を高めるた

めに現行の８、

9段階を細分

化して13段

階へ

軽減前の割合を

国の標準割合に

変更

※第8期介護保

険料（案）の割

合を参照

第８段階と第9段階

を区別する基準所得

金額を国が示した金

額に設定


